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告

示

(

第
四
百
二
十
六
号－

第
四
百
二
十
七
号)

○
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
の
一
部
改
正

(

港

湾

課)

一

○
港
湾
管
理
者
が
管
理
を
行
う
海
岸
保
全
区
域

(

港

湾

課)

二

教
育
委
員
会

○
福
岡
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

教
育
庁
企
画
調
整
課)

二

福
岡
県
告
示
第
四
百
二
十
六
号

海
岸
保
全
区
域
の
指
定

(

昭
和
三
十
三
年
三
月
福
岡
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
八
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

第
百
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

百
十
五

有
明
海
沿
岸
三
池
港
海
岸
四
山
地
区
海
岸

一�

区
域

点
一
か
ら
点
二
三
ま
で
の
各
点
を
順
次
に
結
び
、
点
一
に
帰
一
す
る
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

(

延

長
二
、
五
九
〇
メ
ー
ト
ル)

二�

基
準
点
、
基
点
及
び
点
の
表
示

(

角
度
に
つ
い
て
は
方
向
角
表
示
と
す
る
。)

基
準
点

熊
本
県
荒
尾
市
大
字
大
島
字
笹
原
九
一
〇
番
地
の
二
地
先
に
あ
る
国
土
交
通
省
国
土

地
理
院
の
二
等
三
角
点
虚
空
蔵
山

(

北
緯
三
三
度
〇
〇
分
〇
四
秒
、
東
経
一
三
〇
度

二
五
分
三
七
秒)

基
点

大
牟
田
市
四
山
町
八
一
の
一
地
先

基
準
点
か
ら
二
八
〇
度
〇
一
分
一
〇
秒
の
方
向
に
二
、
六
八
四
・
六
五
一
メ
ー
ト
ル
の

地
点

点
一

基
点
か
ら
二
六
九
度
五
〇
分
四
秒
の
方
向
に
二
〇
五
・
四
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

点
二

点
一
か
ら
一
六
二
度
三
八
分
四
五
秒
の
方
向
に
九
六
・
〇
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

点
三

点
二
か
ら
二
三
二
度
〇
八
分
一
七
秒
の
方
向
に
七
二
・
四
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

点
四

点
三
か
ら
二
〇
七
度
一
七
分
四
一
秒
の
方
向
に
七
五
・
六
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

点
五

点
四
か
ら
一
八
二
度
一
五
分
四
七
秒
の
方
向
に
一
〇
一
・
一
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

点
六

点
五
か
ら
一
五
五
度
五
四
分
二
一
秒
の
方
向
に
一
七
三
・
七
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

点
七

点
六
か
ら
一
〇
四
度
五
四
分
五
〇
秒
の
方
向
に
二
六
・
八
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

点
八

点
七
か
ら
一
五
七
度
〇
三
分
四
〇
秒
の
方
向
に
六
〇
・
二
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

点
九

点
八
か
ら
七
四
度
二
二
分
〇
八
秒
の
方
向
に
一
、
一
三
五
・
一
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

点
一
〇

点
九
か
ら
七
四
度
五
二
分
五
四
秒
の
方
向
に
三
七
三
・
〇
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

点
一
一

点
一
〇
か
ら
三
五
五
度
五
一
分
五
〇
秒
の
方
向
に
六
二
・
一
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

点
一
二

点
一
一
か
ら
五
一
度
〇
五
分
一
六
秒
の
方
向
に
四
〇
・
六
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

点
一
三

点
一
二
か
ら
一
〇
三
度
一
一
分
五
四
秒
の
方
向
に
五
一
・
三
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

点
一
四

点
一
三
か
ら
一
六
一
度
一
四
分
二
四
秒
の
方
向
に
二
七
三
・
〇
四
二
メ
ー
ト
ル
の
地

点

点
一
五

点
一
四
か
ら
二
五
二
度
五
六
分
二
九
秒
の
方
向
に
九
〇
・
〇
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

点
一
六

点
一
五
か
ら
三
四
一
度
一
四
分
二
四
秒
の
方
向
に
一
三
六
・
二
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地

点

点
一
七

点
一
六
か
ら
二
五
四
度
二
二
分
〇
八
秒
の
方
向
に
一
、
六
二
〇
・
三
四
八
メ
ー
ト
ル

の
地
点

点
一
八

点
一
七
か
ら
三
三
六
度
五
四
分
二
二
秒
の
方
向
に
六
六
・
三
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

点
一
九

点
一
八
か
ら
二
度
三
二
分
四
二
秒
の
方
向
に
四
八
・
五
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

点
二
〇

点
一
九
か
ら
三
三
一
度
一
五
分
五
七
秒
の
方
向
に
四
八
・
五
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

点
二
一

点
二
〇
か
ら
三
三
六
度
五
四
分
二
二
秒
の
方
向
に
一
九
三
・
一
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地

点

点
二
二

点
二
一
か
ら
二
度
一
五
分
四
六
秒
の
方
向
に
一
四
一
・
三
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

点
二
三

点
二
二
か
ら
二
七
度
一
七
分
四
一
秒
の
方
向
に
一
一
五
・
四
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

…
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福
岡
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号

海
岸
法

(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号)

第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
三
池
港
港
湾
管
理

者
福
岡
県
が
管
理
を
行
う
海
岸
保
全
区
域
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
八
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

海
岸
保
全
区
域
の
指
定

(

昭
和
三
十
三
年
三
月
福
岡
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号)

第
百
十
五
号
に
規

定
す
る
有
明
海
沿
岸
三
池
港
海
岸
四
山
地
区
海
岸
に
係
る
海
岸
保
全
区
域
の
う
ち
港
湾
区
域
及
び
港
湾

隣
接
地
域
以
外
の
部
分

福
岡
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
八
日

福
岡
県
教
育
委
員
会

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

福
岡
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
立
高
等
学
校
学
則

(

昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中

｢
を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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教
育
委
員
会

全
日
制

�
�
�
�
�
�
�

２

福
岡
県
立
築
上
西
高
等
学
校

定
時
制

生
活
デ
ザ
イ
ン

(

募
集
停
止)

２

福
岡
県
立
築
上
西
高
等
学
校

全
日
制
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